
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
の
廃
止
を
求
め
る
決
議

(
案
)

我
が
固
で
は
、
平
成
元
年
の
消
費
税
導
入
時
に
、
パ
チ
ン
コ
場
、
ボ
ウ
リ
ン
グ
場
等
に
係
る
娯

楽
施
設
利
用
税
が
廃
止
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ゴ
ル
フ
場
の
利
用
に
つ
い
て
の
み
新
た
に

「
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
」
を
設
け
、
い
ま
だ
に
課
税
が
存
続
し
て
い
る
。

現
在
、
ゴ
ル
フ
は
広
く
国
民
ス
ポ
ー
ツ
と
し
て
楽
し
ま
れ
て
お
り
、
ゴ
ル
フ
場
の
利
用
者
に
特

段
の
担
税
力
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
ず
、
ま
た
ゴ
ル
フ
場
が
地
方
公
共
団
体
か
ら
特
別
な
行
政
サ

ー
ビ
ス
を
受
け
て
い
る
と
い
う
事
実
も
な
く
、
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
を
課
す
る
理
由
は
も
は
や
全
く

存
在
し
な
い
。

一
方
、
平
成
二
十
三
年
に
は
「
ス
ポ
ー
ツ
基
本
法
」
が
制
定
さ
れ
た
が
、
同
法
に
お
い
て
は
国

民
が
生
涯
に
わ
た
り
あ
ら
ゆ
る
機
会
と
あ
ら
ゆ
る
場
所
に
お
い
て
ス
ポ
ー
ツ
を
行
う
こ
と
が
で

き
る
生
涯
ス
ポ
ー
ツ
社
会
の
実
現
を
理
念
と
し
て
定
め
、
国
及
び
比
方
公
共
団
体
は
こ
の
理
念
に

の
っ
と
り
、
ス
ポ
ー
ツ
に
関
す
る
施
策
を
策
定
し
、
実
施
す
る
責
務
を
有
す
る
と
規
定
し
て
お
り
、

「
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
」
は
こ
の
理
念
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
本
年
九
月
に
は
、
『
二

O
ニ
O
年
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
』
の

東
京
開
催
が
決
定
し
た
。
ゴ
ル
フ
は
、
次
回
二

O
一
六
年
の
リ
オ
デ
ジ
ャ
ネ
イ
ロ
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

に
お
い
て
、
百
十
二
年
ぶ
り
に
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
夏
季
大
会
の
正
式
競
技
に
復
帰
す
る
こ
と
が
決
定

し
て
お
り
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
開
催
国
に
お
い
て
、
ゴ
ル
フ
を
狙
い
撃
ち
し
た
課
税
を
行
う
こ
と
は

許
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

つ
い
て
は
、
「
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
」

右
、
決
議
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
一
月
二
十
日

に
つ
い
て
は
即
刻
廃
止
す
べ
き
で
あ
る
。
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